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○ 児童虐待とは、保護者がその監護する18歳未満の児童に対し、「身体
的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」の行為を行うことをいいま
す。

・ 身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わす、溺

れさせる、戸外に閉め出すなどの行為
・ 性的虐待

児童に性的行為を強要する、性行為を見せる、児童のわいせつな
画像を撮影するなどの行為

・ ネグレクト
家に残したまま長時間外出する、ひどく不潔にする、食事を与えな

い、車の中に放置したままにする、重い病気になっても病院に連れ
て行かない、保護者以外の同居人による虐待を放置するなどの行
為

・ 心理的虐待
言葉による脅し、無視、他の兄弟姉妹との著しく差別した扱い、子

供の前で配偶者や家族などに暴力を振るうなどの行為
○ 町民の方へ

虐待から子供を守るためには、地域の皆さんの気づきが重要です。子
供のひどい泣き声がする、大人の怒鳴り声が聞こえる、不自然な傷やあ
ざがあるなど「虐待かも…」と思うようなことがあれば、迷わず110番通報

児童虐待から子供を救うために

１１月は、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」です 令和６年８月末現在、全国の警察
から指名手配されている者は、凶
悪事件などで特に警察庁が指定し
ている重要指名手配被疑者をはじ
めとして、約590人に上っています。

警察では、特に重大な犯罪の被
疑者を選定した上で、11月中に全
国警察の総力を挙げて追跡捜査を
行うこととし、これら被疑者の早期
検挙に取り組んでいるところです。

指名手配被疑者によく似た人を見
掛けたといった情報など、どんなわ
ずかなことでも結構ですので、警察
に通報していただくようにお願いし
ます。

指名手配被疑者の検挙にご協力を！


